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1. はじめに 

研究開発の現場において、実験ノートは単なる備忘録ではなく、発明の完成を証明
し、特許出願における強力な証拠となる重要な法的文書です [1]。特に、特許審査に
おいて最も頻繁に通知される拒絶理由の一つである「進歩性欠如」を克服するため
には、発明の有利な効果を客観的に証明するデータが不可欠となります [2]。 
 

本レポートでは、特許出願、とりわけ進歩性の主張において決定的な役割を果たす
「比較例」の設計方針と、証拠能力を高めるための実験ノートの具体的な記載方法
について解説します。 
 

2. 特許出願における実験ノートの役割と証拠能力 

実験ノートは、発明がいつ、誰によって、どのように完成されたかを証明する一次
資料です。特許出願や共同研究における権利帰属の証明、さらには研究不正の疑義
を晴らすための証拠として機能します [3]。 
 

2.1. 証拠能力を高めるための基本要件 

実験ノートが法的な証拠能力を持つためには、以下の要件を満たす必要があります 

[3] [4]。 
 

要件 目的 具体的な対策・記載方法 

完全
性 

実験の全容と結果の
信頼性を担保する 

目的、手順、使用機器・試薬（ロット番号含む）、結果、考察を
一貫して記載する。失敗した実験も省略せずに記録する。 



要件 目的 具体的な対策・記載方法 

真正
性 

記録が事後的に改ざ
んされていないこと
を証明する 

糸綴じでページ番号が振られたノートを使用する。消せない筆記
具（ボールペン等）で記入し、修正時は取り消し線を引き、修正
日と署名を付記する。余白には斜線を引く。 

時系
列の
証明 

発明の完成時期（発
明日）を特定する 

実験を行った当日に記録し、各ページに記入日と署名（サイン）
を記載する。可能であれば第三者による確認署名を得る。 

追跡
可能
性 

生データとの紐付け
を確実にする 

測定機器の出力データ（チャートや画像）をノートに貼付し、割
印を押す。電子データの場合は保存場所やファイル名を明記す
る。 

3. 進歩性主張における「比較例」の重要性 

特許の要件である「進歩性」とは、その発明が属する技術分野の専門家（当業者）
が、出願時の先行技術に基づいて容易に発明できたものではないことを指します。
審査において進歩性が否定された場合、出願人は「予測できない有利な効果」を主
張して反論することが一般的です [2]。 
 

3.1. 比較例が果たす役割 

発明の効果が「予測できない有利な」ものであることを客観的に証明するために
は、本発明の構成要件を満たす「実施例」と、満たさない「比較例」のデータを対
比させる必要があります [5]。 
 

「予測できない有利な効果」で進歩性を勝ち取るためには、クレームをほぼ実施
例レベルまで限定する必要があります。また、実験データに依拠しない発明が大
半である機械・電気分野では、実験ありきである「予測できない有利な効果」の
主張はほぼ使えません [2]。 

 

特に化学・材料分野や医薬分野においては、化合物の構造や組成から効果を論理的
に予測することが困難であるため、実施例と比較例の対比データが特許性の判断を
左右します [6]。 
 



4. 比較例の設計方針：何を比較対象とすべきか 

比較例は、単に「失敗した実験」を並べるものではありません。特許審査において
有効な比較例を設計するためには、先行技術（引用発明）を強く意識する必要があ
ります。 
 

4.1. 最も近接する先行技術（主引用発明）の再現 

最も強力な比較例は、本発明に最も近い先行技術（主引用発明）を再現したもので
す。審査官は通常、この主引用発明を出発点として進歩性を否定してきます。した
がって、主引用発明の構成を忠実に再現した比較例を作成し、それに対する本発明
（実施例）の優位性（効果の顕著な差異）を示すことが、最も直接的な反論となり
ます。 
 

4.2. 構成要件の「境界」を明確にする比較例 

本発明の特徴的な構成要件（例えば、特定の成分の添加、特定の温度範囲、特定の
処理時間など）の意義を証明するためには、その条件をわずかに外れた比較例を設
計することが有効です。 
 

• 成分の有無: 必須成分を添加しなかった場合（ブランクテスト） 

• 数値限定の境界: クレームで規定する数値範囲の上限をわずかに超えた条件、
および下限をわずかに下回った条件 

• 代替手段: 本発明の必須成分を、従来から知られている類似の成分に置き換え
た場合 

 

これらの比較例により、「本発明の特定の構成（数値範囲など）を採用したことに
よって初めて、特異的かつ顕著な効果が得られる（臨界的意義がある）」ことを主
張できます。 
 

5. 実験ノートへの比較例の記載方法 

実験ノートに比較例を記載する際は、実施例と同等の精度と詳細さで記録を残すこ
とが求められます。 



 

5.1. 比較の目的を明記する 

実験の「目的」欄に、何を検証するための比較例なのかを明確に記載します。 

• 記載例: 「特許文献 A（特開 202X-XXXXXX）の実施例 1を追試・再現し、本
発明のサンプル Xとの耐熱性を比較する。」 

• 記載例: 「成分 Bの添加量が本発明の規定範囲（5〜10 wt%）を下回る場合
（3 wt%）の硬化不良を確認するための比較実験。」 

 

5.2. 条件の差異を明確にする 

実施例と比較例で「何が同じで、何が違うのか」が一目でわかるように記載しま
す。表形式で条件を整理してノートに貼付するか、直接書き込むことが推奨されま
す。 
 

5.3. 失敗やネガティブな結果も詳細に記録する 

比較例においては、「期待した効果が得られなかった」「物性が低下した」という
ネガティブな結果こそが重要なデータとなります。なぜ失敗したのか、どのような
状態になったのか（例：「白濁した」「クラックが入った」など）を、写真や数値
データとともに詳細に記録します。 
 

6. まとめ 

特許出願を見据えた研究開発において、実験ノートは単なる記録帳ではなく、権利
化のための戦略的なツールです。特に、進歩性を主張するための「比較例」は、先
行技術を意識して計画的に設計し、その結果を証拠能力のある形で実験ノートに残
すことが不可欠です。 
 

日々の実験において、「このデータは特許審査でどのように使えるか」「先行技術
との差異を証明できているか」という視点を持つことが、強い特許網の構築に繋が
ります。 
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